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2 0 1 8障がい者福祉について

ちょっと一言

　相
おう

差
さつ

町
ちょう

の獅子舞神事は、毎年１月５日に町内の安全、
五穀豊穣、海上安全、大漁祈願をするために、各家庭を
訪問（獅子舞）をする行事で、取り仕切るのは相差町の
大年寄会で、毎年、当番の組から獅子役の青年三人と
天狗役の少年二人、お囃子の笛三人が選ばれて、大年
寄会からは、伊勢神宮の万度幣を俸持する一人などが選
ばれて同行をして、「家（ヤ）に－ 宝（ホ）の－ 波（ハ）」
が打ち寄せるように掛け声を上げて、家々が栄えること
を祈り、早朝から夜まで舞い踊ります。
　神事発祥の時期は不明ですが、古文書によると江
戸時代の正保4年（1647）当時の大年寄や役人が、氏子
の繁盛を願って再興した記録が残っており古い伝統
の祭りです。
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　三重県では現在、聴覚障害者マークやヘルプサインは統一されていません。困っているかは素振りで判断
し手助けをしましょう。声かけは正面に回り顔を見て腕などに触れてから背後や横からの接触は厳禁です。
その際に笑顔で挨拶が出来ればいいなと思います。

　聴覚障害者とお話をさせて頂く機会がありました。幼、少年期より聴覚障
害のある殆どの方が親と離れて寂しさに涙を流しながら、ろう学校で学んだ
そうです。
　当初、手話は禁止（一般の人には手話が通じない為）され、口話や空書（空
中に書かれた文字を読む）等が主な訓練でしたが昭和50年頃に手話が解禁
されたそうです。
　青年になってからの聴覚障害者は受け入れる施設がなく独学で会話の手
段を学びました。その為、習得に個人差が大きく引きこもりの原因の一つにな
っています。
　高齢になって聴覚障害者になった人の多くは手話の習得が難しく家から
出られない人が多いようですが全ての聴覚障害者は筆談の道具は必ず持っ
ているとのことです。
　注意点として、いきなり怒鳴られたり殴られた体験から不意に体に触れら
れると恐怖を感じるとのことです。
　現在聴覚に何らかの障害を持って生まれてくる人の確率は約1,000人に1人です。

のびた人差し指をまげる

のびた人差し指をまげる

のびた人差し指をまげる

　きらめき介護塾・きらめき認知症トレーナー協会代表理事の渡辺哲弘先生の講演を聴く
機会がありました。「地域に住まう認知症の〝人の気持ち″に寄り添う～我が事・丸ごとの地
域づくりに向けて～」認知症とは覚えられなくなる病気＝記憶障害だとのことでした。
　認知症の人が「脳が衰えていても社会から孤立しないで生きたい。物忘れはあっても、まだできることがあ
る」、「認知症になって不便になりました。でも不幸ではありません」と発言されています。認知症の人との関わり
は、当たり前のことを当たり前にやっていくことが大事だそうです。
　認知症は認知症という病気になったからで病気が悪い。そんな気持ちで接すると、お互いが穏やかな気持ち
で楽に過ごせるようです。講演会で心に残った詩をご紹介します。

小学生の１行詩 どうしたの　忘れたの
 いいよ　いいよ　何度でもこたえてあげる
中学生の１行詩 いつもより　笑わないな　話さないな　元気がないな　寂しそうだな
 何か幸せそうだな　いつもより・・
 大丈夫　大丈夫　そのままで　みんなちゃんとわかっているからね
　認知症の人やその家族の方を支えるために何ができるのか今一度考えてみませんか。

　広報啓発委員に任命され一年近くとなり、今回が３号目の発行となりました。
　従来は、読者の一人として記事を眺めていましたが、編集側になりまして「てにをは」や「句読点」
等 を々委員間でチェックし合い、結構神経をすり減らしております。
　少しでも読み易くを目指し、レイアウト・イラストや色配合も苦心しております。引き続きご愛読を。
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